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はじめに 

 

２１世紀は「人権の世紀」であると言われています。人類は、二度にわたる世界大戦の経験を踏

まえ、１９４８年（昭和２３年）第3回国際連合総会において、今日の基本的人権の考え方の基礎と

なる世界人権宣言を採択しました。 

人権とは、誰もが生まれながらに持っている、幸福な生活を営むために欠かすことができな

い固有の権利であって、将来にわたって保障されるべき権利です。そして、日本国憲法は、基本

的人権は侵すことのできない永久の権利として、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求、法の下

の平等など、さまざまな人権を保障しています。 

国では、日本国憲法のもとで「人権教育のための国連10年に関する国内行動計画」を策定し、

２０００年（平成１２年）には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を施行しました。その

後、同法に基づいた「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、さまざまな人権問題について

の教育・啓発の推進が図られてきました。また、福岡県においても1998年（平成10年）に「人権

教育のための国連10年福岡県行動計画」、2003年（平成15年）には「福岡県人権教育・啓発基

本指針」が策定されました。 

これら国の計画や県の指針に基づき、本市においても、2010年（平成22年）に「飯塚市人権

教育・啓発基本指針」（以下「基本指針」という。）、翌年には「飯塚市人権教育・啓発実施計画」（以

下「実施計画」という。）、2016年（平成28年）に「第2次実施計画」を策定し、人権教育・啓発を

総合的に推進してきました。 

しかしながら、現在の社会においては、部落差別問題をはじめ女性、子ども、高齢者、障がい

のある人等に対する人権問題や、最近ではインターネットを利用し個人情報や差別的情報を掲載

するといった問題など、人権が侵害される事象は、今なお後を絶ちません。 

そのような中、部落差別の解消や障がいを理由とする差別の解消、ヘイトスピーチの解消を目

的とした個別の法整備も進み、本市では、２０１８年（平成３０年）に「飯塚市部落差別をはじめあ

らゆる差別の解消の推進に関する条例」を施行し、さらなる人権教育・啓発の推進に取り組んで

きました。そして、近年の人権を取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、２０２１年（令和３年）３月

に基本指針を改定し、それに基づいて、今回、新たに第３次実施計画を策定しました。 

新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、国内でも、不安や偏見から感染者やそ

の家族等への誹謗中傷など人権侵害が発生しました。人権が尊重され、差別や偏見のない社会

を実現するためには、私たち一人ひとりが人権尊重の意識を身につけ、人権問題を自分の問題

として捉え、具体的に実践していくことが大切です。 

本市では、この第３次実施計画に基づき、市民一人ひとりの人権が大切にされる、人権尊重の

まちづくりの実現に向け、人権教育・啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 

 

２０２２年（令和４年）３月   
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